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進め方

１．契約から届出まで
（１）産業医契約
（２）産業医業務
（３）産業医資格
（４）労働基準監督署への届け出

２．産業医との連絡窓口
（１）来社日程
（２）個別相談

３．来社時の対応
（１）会社の状況説明
（２）産業医面談の実施
（３）職場巡視
（４）衛生委員会
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１．確認事項

（１）産業医契約
・産業医の紹介はどこから 医師会、紹介会社、健診機関など
・契約を締結する。契約書を保管する。
・取り決めるべき事項（モデル様式あり）
契約期間、契約料、来社頻度・時間、事業場外での相談、
産業医業務の内容など

（２）産業医業務 法令上の産業医業務（安衛則第１４条）
・産業医に業務の中で特に注力してほしい事項を明確にする
【例】
・衛生委員会への出席 ・衛生委員会での講話
・健診結果に基づく意見聴取、面談、保健指導
・過重労働、ストレスチェック後の面接指導
・長期休業者の復職診断
・職場巡視（場所、頻度）

神奈川労働衛生研究会



１．確認事項

（３）産業医資格
各資格の証明書の写しを会社にて保管する。
・医師の資格
医師免許証

・産業医の資格
１）医師会が行う研修を修了した者 ⇒ 修了証
２）産業医科大学その他の厚生労働大臣が指定する課程を
修めて卒業した者 ⇒ 卒業証明書

３）労働衛生コンサルタント試験（保健衛生）に合格した者
⇒ 合格証

４）大学において労働衛生の科目を担当する教授、准教授、
講師 ⇒ 在籍証明書

５）その他厚生労働大臣が定める者

神奈川労働衛生研究会



１．確認事項

（４）労働基準監督署への届出
１）届け出用紙を準備する。
監督署で入手またはダウンロード
２）産業資格書類とともに正副２部
を所轄監督署へ届出る。
３）監督署で押印した副の書類を
会社で保管する。
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２．産業医との連絡窓口

（１）来社日程
・あらかじめ産業医が来社できる日程、時間を把握し、社内
スケジュールを調整する。

・衛生委員会、面談などの日程を決める。

（２）個別相談
・産業医の医院にて相談の必要がある場合は、日程を確保
する。
・年間スケジュールを確定する。
・面談場所を確保する。
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３．来社時の対応

産業医が来社した時は、会社の状況について、必要な情報を
提供する。
（１）会社の状況説明
・経営情報、従業員の状況など（必要に応じ上司等と情報交換）
（２）産業医面談の実施
・面談の内容に応じ、必要書類を準備する。
健診結果、問診票、作業環境測定結果など

・面談用の書類を準備し、結果の記録を残す。
（書式については産業医と相談）

（３）職場巡視
・衛生管理者の職場巡視結果について、情報を提供する。
・巡視する職場に関する状況を説明する。
・必要に応じて同行する。
（４）衛生委員会
・発言を望む場合は、事前に打ち合わせを行う。
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